
令和２年度
熊本県環境配慮制度 説明資料

令和２年１２月

熊本県土木部建築住宅局建築課
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説明内容

１ 熊本県建築物環境配慮制度について

２ 熊本県評価ツール（熊本県独自入力法）の
推奨について

３ 建築物環境配慮計画書作成上の注意点
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建築物環境配慮制度の概要

趣旨・目的

熊本県では環境性能の高い建築物の整備・普及を図るため、

「熊本県地球温暖化の防止に関する条例」に基づき、平成２２年

１０月１日より「熊本県建築物環境配慮制度」を実施してます。

この制度を通じて、建築物の環境配慮に関する県民の意識を高

め、自主的な取組みを促していくことで、環境に配慮した建築物

の普及を図るものです。
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建築物環境配慮制度の基本構成

１．環境への配慮が求められる一定規模（延床面積２，０００㎡）

以上の建築物の新築、増改築を行う場合には、「建築物環境配

慮計画書」を作成し、必ず提出していただく必要があります。

（延床面積２，０００㎡以下については提出は任意）

２．提出された建築物環境配慮計画書等は、所管行政庁の審査後

に各ホームページ上で公表します。
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建築物環境配慮制度の対象

①床面積２，０００㎡以上の新築、増改築

《任意提出》

②2,000㎡未満
の建築物の
新築、増改築

③改修・既存
建築物
の所有者等
（環境性能届出書）
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増改築の提出区分の考え方

増築、改築の場合

増築、または、改築する部分の床面積が

2,000㎡以上となる場合
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複数棟の提出区分の考え方

同一敷地内に複数の建築物を新築する場合

床面積が2,000㎡以上の棟が計画書の提出対象です。

1,000㎡
1,500㎡

提出は任意

提出は任意
合計は、2,000㎡以上

【パターン２】
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建築物環境配慮制度の取組み手順

①建築設計時

・評価結果の目標設定
・取組予定の 環境配慮措置の検討

②工事着手前
取組予定の環境配慮措置の評価

計画書の提出

完了届出書の提出
③工事完了時

工事完了の確認

各特定行政庁
HPにて公表
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建築物環境配慮計画書の提出

提出先

・建築物省エネ法における所管特定行政庁

熊本市内の建築物 ： 熊本市

八代市内の建築物 ： 八代市

天草市内の建築物 ： 天草市

その他地域の建築物 ： 県（熊本県庁 建築課）

提出時期

・工事着手予定日の２１日前まで

9

説明内容

１ 熊本県建築物環境配慮制度について

２ 熊本県評価ツール（熊本県独自入力法）の
推奨について

３ 建築物環境配慮計画書作成上の注意点
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評価ツールの改正（平成２９年４月～）

■CASBEE熊本（2017年版）

評価ツール種別 基となった標準版CASBEE

CASBEE熊本（新築）（2017版） CASBEE-建築（新築）（2016年版）

CASBEE熊本（改修）（2017版） CASBEE-建築（改修）（2016年版）

CASBEE熊本（既存）（2017版） CASBEE-建築（既存）（2014年版）

CASBEE熊本（戸建）（2017版） CASBEE戸建（新築）（2014年版）

熊本県評価ツール（独自入力法） -

※新たに熊本県独自の評価ツールを追加しました。

11

熊本県評価ツール開発の背景

建築物環境配慮制度を導入した平成22年10月以降、温室効果

ガス排出量の抑制を目的として、以下の法改正があっており、近

年の国の法律や施策では、建築物のエネルギー化を進めている

ところであり、本県としても、建築物の省エネルギー化及び温室効

果ガス排出量削減に重点を置いた施策を進める必要がある。

（１）さらなる温室効果ガス排出量削減の推進

1.平成24年 建築物のエネルギー消費性能基準（省エネ基準）の改正

2.平成25年 都市の低炭素化の促進に関する法律（エコまち法）の制定

3.平成27年 建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律

（建築物省エネ法）の制定

4.平成28年 建築物省エネ法の一部施行（※定期報告、改修時の届出について廃止）
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評価ツール改正方針（平成２９年４月～）

（２）評価における審査時間の縮減

CASBEEでは、建築物の環境品質と環境負荷を評価しているが、

地球温暖化防止に直接関係ない「遮音性」、「防音性」、「機能性

（リフレッシュスペースの有無、分煙措置）」等の項目が含まれて

おり、評価結果の作成及び審査に多くの時間を有している。

さらなる地球温暖化防止に配慮した建築物の普及促進を図る

ため、省エネルギー性能と温室効果ガス排出量削減の評価を行

え、且つ審査作業の軽減を実現できるよう、CASBEE熊本による

評価だけでなく、新たな評価ツールによる評価を可能とする

マニュアルの改正を行った。 13

提出図書（評価結果）
（※平成29年4月 運用マニュアル改正後）

評価結果については、AかBのどちらか選択してご提出下さい。

添付図書 備 考

CASBEE熊本（新築）、CASBEE熊本

（改修）、 CASBEE 熊本（既存）、

CASBEE熊本（戸建）のいずれかの

①性能表示シート

②評価結果シート

③スコアシート

④配慮事項シート

⑤重点評価スコアシート

○添付図書は、評価ツール「CASBEE熊

本」で作成されます。

○建築物の外観図は、「外観図シート」に

貼り付けてください。外観図の掲載を希

望されない場合は、ご相談ください。

○評価に利用した「CASBEE熊本」の電

子データ（Excelファイル）を提出してく

ださい。

熊本県独自の環境性能評価ツール

①評価結果シート

②配慮事項シート

○建築物の外観図は、「外観図シート」に

貼り付けてください。外観図の掲載を希

望されない場合は、ご相談ください。

○評価に利用した電子データ（Excelファ

イル）を提出してください。

Ａ

（標
準
入
力
法
）

Ｂ

（独
自
入
力
法
）
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熊本県評価ツールの対象について

◆ツールの対象

○省エネルギー性能や低炭素化に資する項目を
明らかに達成しており、温室効果ガス排出低減に
寄与する建築物を対象として作成。

１．建築物省エネ法におけるエネルギー性能
（外皮、一次エネルギー）を満たす

２．低炭素に資する項目を２項目以上達成

評価結果

低炭素
化

エネル
ギー消
費性能

外皮性
能
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（熊本県独自入力法）

① エネルギー消費性能
（外皮性能、一次エネルギー消費量）

外皮性能の評価（BPI) 一次エネルギー消費量の評価（BEI)

※建築物省エネ法に規定される数値を基準とし、
設計時における数値を正規化した値を5段階にて評価

外皮性能及び一次エネルギー消費量 ＝ 設計値/基準値
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② 低炭素化に関する配慮事項

低炭素化に関し、下記事項の２項目以上に適合すること。
（低炭素建築物新築等計画の認定基準に準拠）

※低炭素に関する配慮事項については、適合内容が分かる資料を
添付すると共に配慮事項シートに内容を記載する必要有り。
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熊本県評価ツールの評価結果
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説明内容

１ 熊本県建築物環境配慮制度について

２ 熊本県評価ツール（熊本県独自入力法）の
推奨について

３ 建築物環境配慮計画書作成上の注意点
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熊本県評価ツールの使用上の注意点

◆注意事項

下記条件の案件は「熊本県評価ツール」にて
評価することが出来ないものとする。

・ 建築物省エネ法におけるエネルギー性能
（外皮、 一次エネルギー）を満たさないもの。

・ 低炭素化に関する配慮事項の２項目以上に
適合しないもの。

・ 建築物省エネ法の計算外とされる、工場等に
ついては評価結果が適切に出力されないため、
「CASBEE熊本」を使用する。
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（熊本県独自入力法）



CASBEE熊本（新築）による計画書作成上の
よくある指摘事項（１）

CASBEE熊本（新築）
概要入力欄

①

②

① 建物名称欄が「工事名」
となっていることが多い
ため、必ず「建物名」に
してください。

② 各面積記載欄の数値が
設計図書の数値と整合
性が取れない場合が
ある為、最終の各面積
を必ず確認してください。

(運用マニュアル Ⅱ-11)
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CASBEE熊本（新築）
配慮事項記入シート

③ 計画上の配慮事項が未
記載の場合があります。
各項目において、軽微な
取組みであっても、
必ず何かしらの配慮事項
を記載してください。

③

(運用マニュアル Ⅱ-19)

22

CASBEE熊本（新築）による計画書作成上の
よくある指摘事項（２）



CASBEE熊本（新築）
確認支援ツール
(運用マニュアル Ⅱ-30～)

◎：設計概要が記載された図書の提出が必須である項目（添付必須）
★：添付図書の高得点（３点超）となる項目（添付必須）
▲：評価時に仕様確定が困難であり想定により評価する項目（添付任意）

④本ツールを基に
評価事項が適正か
審査を行うため、
確認図書の添付が
必須である場合は
必ず記載して下さい。

④

※◎、★の場合は必ず記載する
（図書名称、図面番号等を明記）
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CASBEE熊本（新築）による計画書作成上の
よくある指摘事項（３）

本日、説明いたしました内容の詳細につきましては、
熊本県ホームページにてご確認下さい。

検索ワード
「環境配慮制度」で検索
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